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省

２０１９０２２２製局第３号

平成 ３

　

１ 年 ２

　

月

　

２

　

７

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３１年２月２２

日付け警察庁丙組組企発第４６号、 警察庁警備局長から平成３１年２月２２日

付け警察庁丙備企発第３６号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知

らせします。
警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が平成３１年２月２２日付け

外務省告示第４０号により、 国家公安委員会委員長が平成３１年２月２２日付

け国家公安委員会告示第５号によりタリバーン関係者等のリストの改正

　

御ｉ

表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法

律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出

義務を徹底されたいというものです。

　

工 ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま，え我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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年１１月２９ｕ、 ２０１４年２月１１］及び２（）１９年１月３

　　

０１１に改訂）

　　

その他の情報：シラージュッディーン・ジャラールッディーン

　　

・ハッカーニ （５１７． に指定した個人）、ナーセルツテイー

　　

ン・ハッカーニ （５７１． に指定した個人） 及びパドルツディ

　　

ーン・ハッカーニ （死亡） の父。 モハンマド・イブラヒム・オ

　　

マリ （４２． に指定した個人） 及びハリール・アフメド・ハッ

　　

カーニ （５８２． に指定した個人） の兄弟。 活動的なタリバー

　　

ン指導者の ・人。 アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にい

　　

ると思われている。 ２００８年現在、 タリバーンのＭｉｒａｍＳｈａｈ

　　

Ｓｈｕｒａの長。Ｚａｄｒａｎ部族に属する。 国連安全保障理事会決議第

　　　

１８２２号▲（２（）０８年） に基づく見直しは２０１０年７月２

　　

７日に終了した。 ２（）１８年９月時点で死亡したと報告されて

　　

いる。 同人に対するインターポール （国際刑事警察機構） ・［国

　　

連安全保障理事会特別手記書のウェブ・リンク：

　　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｒｍｖ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／１４２７４００

４１， ～７１９． ［略］

７２０． トレク・アガ

　

ｏｊリ名： （ａ） サイード・モハンメド・ハシヤ

　　　

ン （ｂ） トラク・アガ （ｃ） トリク・アガ （ｄ） トリク・アガ

　　　

・サイード）

ＴＯＲＥＫＡＧＨＡ（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：い１▲ノ≠）（ａ，ｋ，ａ，：

（ａ）ＳａｙｅｄＭｏｈａ圃ｅｄＨａｓｈａｎ（ｂ）ＴｏｒａｋＡｇｈａ（ｃ）ＴｏｒｉｑＡｇｈａ

（ｄ）ＴｏｒｉｑＡｇｈａｓａｙｅｄ）

称号：Ｈａｊｉ（ハッジ）

その他の情報：シラージュッディーン・ジャラールッディーン

・ハッカーニ （５１７． に指定した個人）、 ナーセルツディー

ン・ハッカーニ （５７１． に指定した個人） 及びパドルツディ

ーン・ハッカーニ （死亡） の父 モハンマド・イブラヒム・オ

マリ （４２． に指定した個人） 及びハリール・アフメド・ハッ

カーニ （５８２． に指定した個人） の兄弟。 活動的なタリバー

ン指導者の一人。 アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にい

ると思われている。 ２００８年現在、 タリバーンのＭｉｒａｍ

ＳｈａｈＳｈｕｒａの長。Ｚａｄｒａｎ部族に属する。 安全保障理事会決議

１８２２ （２００８年） に基づく見直しは２０１０・年７月２７

日に終了した。

４１． ～７１９．

　

［同左］

７２０． トレク・アガ

　

０別名： （ａ） サイード・モハンメド・ハシャ

　　　　

ン （ｂ） トラク・アガ （ｃ） トリク・アガ

　

｛ｄ） トリク・アガ

　　　　

・サイード）

　　　　

ＴＯＲＥＫＡＧＨＡ（ａ．ｋ．ａ．：（ａ）ｓａｙｅｄＭｏｈａｎｍｎｅｄＨａｓｈａｎ（ｂ）Ｔｏｒａｋ

　　　　

Ａｇｈａ（ｃ）ＴｏｒｉｑＡｇｈａ（ｄ）ＴｏｒｉｑＡｇｈａｓａｙｅｄ）

　　　　

称号：Ｈａｊｉ（ハッジ）

　　　　

役職：不明

役職：不明

生年月日： （ａ） １９６０年 （ｂ） １９６２年 （ｃ） １９６５

年頃

出生地：（ａ）ＫａｎｄａｈａｒＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ（ｂ）Ｐｉｓｈｉｎ，

Ｂａｌｕｃｈｉｓｔａｎ

　

Ｐｒｏｖｉｎｃｅ，Ｐａｋｉｓｔａｎ

国籍：不明

旅券番号：不明

１１）番号・：パキスタン５４３０３１２２７７０５９（不正取得されたため

、 パキスタン政府により取り消された）

住所：Ｐａｓｈｔｕｎａｂａｄ，Ｑｕｅｔｔａ，ＢａｌｕｃｈｉｓｔａｎＰｒｏｖｉｎｃｅ，

Ｐａｋｉｓｔａｎ

国連制裁委員会による指定日：２０１５年１１月２ｕ （２

０１９年１月３０日に改訂）

その他の情報：湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達

に関わっている、 タリバーンの軍事評議会の重要な司令官。

写真はインターボール （国際刑事警察機構）・国連安全保障

理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。 ２０１８

年１１月時点で死亡したと報告されている。 同人に対するイ

ンターポール （国際刑事警察機構） ・国連安全保障理事会特

別手配書のウェブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／”～瑠，ｉｎｔｅｒｐｏｌ，ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５９０５２９４

～７７２・

　

［略］

ミ増

　

※廿Ｓ ［

　

］ Ｓ認轡だ＃噌 槍 ′

生年月日： （ａ） １９６０年 （ｂ） １９６２年 （ｃ） １９６５

年頃
出生地：伝）ＫａｎｄａｈａｒＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ（ｂ）Ｐｉｓｈｉｎ，
Ｂａｌｕｃｈｉｓｔａｎ

　

Ｐｒｏｖｉｎｃｅ，Ｐａｋｉｓｔａｎ

国籍：不明

旅券番号：不明

ＩＤ番号‐：パキスタン５４３０３１２２７７０５９（不正取得されたた

め、 パキスタン政府により取り消された）

「１…所：Ｐａｓｈｔｕｎａｂａｄ，Ｑｕｅｔｔａ，ＢａｌｕｃｈｉｓｔａｎＰｒｏｖｉｎｃｅ，
Ｐａｋｉｓｔａｎ

国連制裁委員会による指定Ｕ：２０１５年１１月２Ｅｊ

その他の情報：湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調

達に関わっている、タリバーンの軍事評議会の重要な司令

官。 写真はインターポール （国際警察刑・事機構）・国連安全

保障理事会特別下配者・に含まれているものを利用可能。

７２１． ～７７２． ［同左］



０回舷叡撚樽凪嫌印１ 懲間中

　

払Ｓ奪印回越１トロ Ｋ↓ 魁 ぐ ′

　

”紅刊纂裂瞥轡這鰍懲畳常 長Ｓ ′

　

回越鋤く□撒洲墜世戦浄くに

兆耀懲 １１粒に＋￥中洲岬蟹州代轟受回後鰍糎ト 回趣１トロ Ｋ Ｓ窓糧Ｓ抵撰欝魁誕ヤ 菩蚕準糧

雄 （許後１１十に貼姫壁紙に１１十回中） 懲１１１嫌紙！Ｔ轡Ｓ緊股魁磯でれ′

　

払Ｓ 駕息』ロー長ト ０

　

肝懲１１１十Ｔ貼１ ｆｌ十１ｌｍ

回舷《淋繍噸嫌繍凹叱

　

ヨ柊

　

警ＩＴＩ

Ｉ

　

名 簿記 載 者 公告番 号ＴＩ－３１ （ジャ ラル ッディ ー ン・ハ ッカ ーニ（ＪＡＬＡＬＵＤＤ工ＮＨＡＱＱＡＮ工））

（１） 変更前

　　

氏名

　

ジャラル ッディ ー ン・ハ ッカ ー ニ（ＪＡＬＡＬＵＤＤＩＮＨＡＱＱＡＮＩ）

　　

名簿に記載された年月日

　

２００１年１月３１日 （２００３年９月 ３ 日、 ２００７年 ７月１８日、 ９月２１日、 ９

　

月２７日、 ２００８年２月 １ 日、 ７月３１日、 １０月 ３ 日、 ２０１１年１１月２９日及 び２０１４年２月１１日 に改訂）

　　

そ の 他参 考となる べき 事項

　

シラ ー ジュ ッブィ ー ン・ ジャラ ー ル ッディ ー ン・ハ ッカ ーニ （Ｔ工

　

一１０８）、 ナーセ ル ツディ ー ン・ハ ッカ ーニ （ＴＩ－１１０） 及びパ ドル ツディ ー ン・ハ ッカ ーニ （Ｂａｄ

　

ｒｕｄｄｉｎ Ｈａｑｑａｎｉ） （死亡） の父。 モ ハ ンマ ド・イ ブラ ヒ ム・ オマリ （ＴＩ－３２） 及 びハリ ー ル・ア

　

フメ ド・ ハ ッカ ーニ （Ｔエー１１４） の兄 弟。 活動的 なタリ バ ー ン指 導 者 の一 人。 ア フ ガニ ス タ ンと

　

パ キス タ ンの国境地帯 にいる と思 われ ている。２００８年現在、タリバ ー ンのＡＩ１ｒａｍＳｈａｈｓｈｕｒａの長。

Ｚａｄｒａｎ部族に属する。 安全保障理事会決議１８２２（２００８年） に基づく見直しは２０１０年７月２７日に終

了 した。

（２） 変更後

　

氏名

　

ジャラル ッディ ー ン・ハ ッカ ーニ（ＪＡＬＡＬＵＤＤＩＮＨＡＱＱＡＮ１

　

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ： 速 凄州Ｊ）』））

　

名簿に記載された年月日

　

２００１年１月３１日 （２００３年９月 ３ 日、 ２００７年 ７月１８日、 ９月２１日、 ９

月２７日、 ２００８年２月 １ 日、 ７月３１日、 １０月 ３日、 ２０１１年１１月２９日、 ２０１４年 ２月１１日及 び２０１９年１

月３０日に改訂）

　

そ の 他参 考とな るべき 事項

　

シラ ー ジュ ップィ ー ン・ ジャ ラー ル ッディ ー ン・ハ ッカ ーニ （ＴＩ

－１０８）、 ナーセ ル ツディ ー ン・ハ ッカ ーニ （Ｔエー１１０） 及 びパ ドル ツディ ー ン・ ハ ッカ ー ニ （Ｂａｄ

ｒｕｄｄｉｎ

　

Ｈａｑｑａｎｉ） （死 亡） の父。 モハ ンマ ド・イ ブラヒ ム ・ オマ リ （Ｔエー３２） 及 びハ リ ー ル・ア

フメ ド・ ハ ッカー ニ （ＴＩ－１１４） の 兄弟。 活動 的 なタリ バー ン指 導 者の 一人。 ア フ ガニ ス タ ンと

パ キスタ ンの 国境地 帯 にいる と思 われ ている。２００８年現在、 タリバ ー ンのＭｉｒａｍＳｈａｈｓｈｕｒａの長。

ｚａｄｒａｎ部族に属する。 国連安全保障理事会決議第１８２２号 （２００８年） に基づく見直しは２０１０年７月

２７日 に終了 した。２０１８年９月時点で死亡したと報告されている。同人に対するイ ンターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎ



　

ｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／１４２７４００

２

　

名簿記載者公告番号ＴＩ－１３６（トレク ・ ア ガ（ＴＯＲＥＫＡＧＨＡ））

（１） 変更前

　　

氏名

　

トレク ・アガ （ＴＯＲＥＫＡＧＨＡ）

　　

名簿に記載された年月日

　

２０１５年１１月 ２日

　　

その他参考となるべき事項

　

湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、 タ

　

リバーンの軍事評議会の重要な司令官。 写真はイ ンターポール （国際警察刑事機構）・国連安全

　

保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。 の番号は、 パキスタン５４３０３１２２７７０５９（不

　

正取得されたため、 パキスタン政府により取り消された）。

（２） 変更後

　　

氏名

　

ト レク ・ ア ガ

　

ー（ＴＯＲＥＫ ＡＧＨＡ （ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ組 もｉ））

　　

名簿に記載された年月日

　

２０１５年１１月 ２ 日 （２０１９年１月３０日に改訂）

　　

その他参考となるべき事項

　

湾岸地域に拠点を置く提供者からの資金調達に関わっている、 タ

　

リバーンの軍事評議会の重要な司令官。 写真はイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全

　

保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。２０１８年１１月時点で死亡したと報告されて

　

いる。 ｍ番 号： パ キス タ ン５４３０３１２２７７０５９ （不正 取 得 され た た め、 パ キスタ ン政 府 により 取り 消

された）。 同人に対するインターボ ル （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リ ンク ＝ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／５９０５２９４


